
令和7年3月31日

●収益的収支及び資本的収支（区部・流域合計） ●貸借対照表（区部・流域合計）

※資本的収支には消費税及び地方消費税を含みますが、収益的収支には含みません。

令和６年度　決算のあらまし
　区部公共下水道事業と流域下水道事業を合わせた決算の状況は、次のとおりです。
　収益的収支については、収入3,832億円、支出3,757億円となり、純利益は75億円となりました。
　資本的収支については、収入2,152億円（補填財源を除く）、支出4,104億円（翌年度繰越工事資金を
含む）となり、1,952億円の資金不足となりましたが、損益勘定留保資金等により補塡しました。
＊計数については、表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため、合計などと一致しない場合があります。

資　産
58,873

億円

負　債
28,240

億円

30,633
億円

資　本

令和７年度　予算のあらまし
　令和７年度予算は、「経営計画２０２１」の最終年度として、計画に掲げた事業を着実に推進する
とともに、新たな課題にも積極的に取り組むことを基本的な方針として編成しました。
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（3％）エネルギー・

地球温暖化対策
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（9％）

合流式下水道
の改善

135億円
（7％）

維持管理費
190（48%）

企業債利子 3（1％）
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市町村下水道事業費26（7%）

※資本的収支の差引不足額は損益勘定留保資金等で補塡します。
※計数については、表示単位未満を四捨五入し、端数調整して
いないため、合計などと一致しない場合があります。

（1）建設費
　建設費は、下水道管、ポンプ所、水再生センター等を建設
するために必要な費用です。
　この建設費は、国費、企業債（長期借入金）等によって賄
われています。

（2）経営費
　経営費は、下水道事業を経営していくために必要な施設の
維持管理、利息の支払いなどに要する費用です。
　この経営費のうち、汚水の処理に要する経費は下水道料金
で、雨水の排除に要する経費等は都費（都税など）で賄われ
ています。

（1）建設費
　流域下水道の建設費は、国費、市町村建設負担金、都の企
業債等によって賄われています。

（2）経営費
　流域下水道の施設の維持管理に要する経費は、市町村からの
維持管理負担金で賄われています。また、利息の支払いなどに要
する経費は、都費（都税など）によって賄われています。
　

（国費率1/2、又は2/3）
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国　費

　東京都の流域下水道事業は地方公営企業として、市
町村からの負担金などによって運営しています。

　区部の下水道事業は地方公営企業として、事業に必
要な経費は経営に伴う収入（下水道料金）をもって充
てるという独立採算の原則に基づき経営しており、お
客さまからいただいている下水道料金などによって支
えられています。

国　費

《雨水公費・汚水私費の原則》
雨水排除：社会全体が便益を受けるため公費負担（都税など）
汚水処理：特定の利用者が便益を受けるため私費負担（下水道料金）

区部の下水道（公共下水道事業）

多摩地域の下水道（流域下水道事業）

財政のしくみ
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国　　　　　費

地方単独事業国費対象事業

（一般会計）

区
部
下
水
道
事
業
の
費
用
と
財
源

国　費
（国費率1/2、又は5.5/10）

建　設　費
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　　　　　芝浦水再生センター上部利用事業
　芝浦水再生センターの上部を民間事業者に貸し付け、上部のビルにオフィスフロアを所有すること
で、安定的に収入を確保しています。

〈上部ビルの概要〉
完　　成：平成27年2月　階数：地下1 階、地上32階　　　建物高さ：約151ｍ
延床面積：約20万㎡ 　　 合流式下水道の改善のため、地下に雨天時貯留池を整備

取組事例

上部ビル全体の冷暖房を賄う
下水熱を利用した空調設備

水処理施設を覆蓋して上部を公園として利用（写真左側）

上部ビルの地下に設けられた雨天時貯留池

芝浦水再生センター上部ビル
「品川シーズンテラス」

　資産等の有効活用をはじめ、不断の経営効率化に努め、持続可能な財政運営を図ります。
　具体的には、下水道施設の上部空間の活用、土地・建物の貸付けや売却、下水熱の利用などにより、積極的
な収入確保に努めます。

資産等の有効活用による収入の確保
「三河島処理場旧主ポンプ室」が東京都指定有形文化財に指定される（3月）
「下水処理場」を「水再生センター」に改称（4月）
下水道台帳情報のインターネット公開（4月）
多摩川上流・八王子水再生センター間連絡管の運用開始（４月）
東日本大震災に伴う下水道施設復旧のため宮城県仙台市、千葉県浦安市、千葉県香取
市へ支援隊を派遣（３月～）
「経営計画２０１３」を策定（２月）
重要文化財「旧三河島汚水処分場喞筒場施設」一般公開開始（４月）
「東京都虹の下水道館」リニューアルオープン（４月）
「下水道技術実習センター」開設（１０月）
北多摩一号・南多摩水再生センター間連絡管の運用開始（10月）
「豪雨対策下水道緊急プラン」策定（１２月）
東尾久浄化センター西日暮里系ポンプ室完成（５月）
「スマートプラン２０１４」策定（６月）
芝浦水再生センター内に民間の業務商業ビル「品川シーズン
テラス」がグランドオープン（５月）
八王子市公共下水道北野処理区分流区域の流域下水道
秋川処理区への編入開始（７月）
「経営計画２０１６」策定（2月）
熊本地震に伴う下水道施設災害復旧支援のため熊本市
へ職員派遣（4月）
北多摩二号・浅川水再生センター間連絡管の運用開始（4月）
「技術開発推進計画２０１６」策定（12月）
「アースプラン２０１７」策定（３月）
「東京アメッシュ」スマートフォン版を配信開始（４月）
「東京下水道　見せる化マスタープラン」策定（４月）
「東京下水道　見せる化アクションプラン２０１８」策定（３月）
ドイツ・シュタインハート社との共同研究に関する覚書締結（５月）
第11回国際水協会（IWA）世界会議・展示会開催（９月）
流域下水道50周年（４月）
「下水道技術研究開発センター」リニューアルオープン（5月）
八王子市公共下水道北野処理区合流区域の流域下水道秋川処理区への編入完了（1月）
「経営計画２０２１」策定（3月）
都市整備局から下水道局への下水道指導事務の移管（4月）
「技術開発推進計画２０２１」策定（9月）
「有明水再生センターのWeb見学」開始(1月)
千代田幹線工事現場・九品仏幹線再構築工事現場において
「下水道インフラオンライン見学会」を初開催(1月)
旧三河島汚水処分場の運転開始から100周年(3月）
「下水道浸水対策計画２０２２」策定(3月）
銭瓶町ビルディング（D棟）竣工（４月）
下水道事業における地球温暖化防止計画「アースプラン２０２３」を策定（３月）

レンガ積み暗きょの「神田下水」着工
「東京市下水道設計」告示（4月）
「東京市下水道設計」第１期工事として第2区（今の
三河島処理区）着工
三河島汚水処分場が運転開始（3月）
下水道使用料金を徴収開始
「汚水処分場」を「下水処理場」に改称
汚泥処理工場の運転開始（芝浦）
下水道局が発足（4月）
「東京都市計画下水道」を変更、23区全域に下水道
計画ができる（2月）
落合処理場が運転開始、世界で初めて処理施設上
部を公園として開放（3月）
三河島処理場の処理水を工業用水道水に利用（8月）
多摩川流域下水道建設事業を都が行い、所管を下
水道局と庁議で決定（6月）
下水道法改正（公共用水域の水質保全に資するこ
とを明記）
南部スラッジプラントが運転開始（10月）
多摩川上流処理場の高度処理水を利用して「野火
止用水」清流復活（8月）
落合処理場の高度処理水を利用して新宿副都心水リサイクルセンターが運転開始
（10月）
下水道台帳情報システム（SEMIS）が運用開始（4月）
落合処理場で下水熱利用システム（アーバンヒート）運転開始（1月）
落合処理場で高度処理施設（急速ろ過）が運転開始（4月）
東京域レーダー雨量計システム（東京アメッシュ500）開局（6月）
「第二世代下水道マスタープラン」を策定（7月）
「神田下水」東京都指定史跡に指定される（3月）
文京区後楽一丁目地区の地域冷暖房事業開始（7月）
区部下水道普及率100％概成（3月）
落合処理場の高度処理水を利用して「城南三河川」
の清流復活（3月）
南部スラッジプラントで軽量細粒材化施設が運転
開始（4月）
下水道料金の改定（6月）
局キャラクター「アースくん」誕生
「下水道構想２００１」を策定（3月）
「東京アメッシュ」インターネット公開（4月）
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▲東京市下水道設計図（明治41年）

▲大正時代の浅草公園裏下水道管マンホール工事

▲世界初の上部利用公園（落合処理場）（昭和39年）

▲神田下水が東京都指定史跡に指定（平成6年）

▲芝浦水再生センター内に「品川シーズンテラス」
　がグランドオープン（平成２７年）
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令和6年能登半島地震に伴う輪島市の下水道施設の早期復旧支援のため職員派遣（1月～）
立川市公共下水道錦町処理区の流域下水道北多摩二号処理区への編入(3月）
局キャラクター「アースくん」デザインリニューアル(9月)

14　東京の下水道のあゆみ
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